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平成 27年度第 1回 静岡市犯罪等に強いまちづくり推進審議会会議録 

 

１ 日  時   平成 27年８月 24日（月） 14時 00分～15時 40分 

 

２ 場  所   静岡市役所静岡庁舎 新館 17階固定資産評価審査委員会室 

 

３ 出 席 者   （委 員）天野早苗委員、遠藤礼子委員、木宮敬信委員（会長） 
望月一代委員、山本和生委員 

（事務局）海野市民局長、伏見市民局次長、増田参与兼生活安心安全課長、

勝山課長補佐兼防犯・交通安全係長、小島主任主事、藤井主任主

事  
４ 傍 聴 者   なし  
５ 議  題 
（１）第１次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の実施結果について 

（２）第２次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画について  
６ 会議内容 
（１）あいさつ    市民局長あいさつ  
（２）委員委嘱  
（４）事務局紹介  
（５）議事 
事 務 局  それでは、これより審議会規則に従い、会長に議事の進行をお願いいたします。 

会長よろしくお願いします。 

木宮会長  それでは、議題（１）第１次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画の実施結果
について、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画関連施策進捗状況について説明【資料１】 

第１次基本計画 目標の達成状況について説明【資料２】 

木宮会長  ただいま説明のありました議題（１）について、委員の皆様からご意見、ご質問
はございますか。 

山本委員  まず、第２次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画が、カラーで非常に見やす
く立派に作成されていることについて担当の皆様にお礼を申し上げたい。 
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次に、地区安全会議立ち上げ補助団体数は大規模な中学校区や山間地の中学校区

において数が少ないということに関連して、今年の大阪・寝屋川の小学生殺害事件

が記憶に新しく、防犯に対する市民の関心が強くなっている。この機会に、一層の

はたらきかけをお願いしたい。 

天野委員  オレオレ詐欺の最近の傾向として、孫の名前を騙ることが多いというが、なぜ犯
人に家族関係がわかるのか疑問に感じていた。名簿を入手しているのだと思うが、

電話が夜中に来て、驚いてついお金を振り込んでしまうといったようなこともあり、

由々しき問題だと思っている。       また、資料１No.10くらしの出張教室について、25年度の実施予定が年間 30回

とあるが、これは義務なのか。       No.18ご近所声掛けの日の設定について、25年度実績に相談１件とあるが、差支

えなければどのような相談だったのか教えてほしい。       No.42競輪場内における犯罪の防止について、23年度と比較して 26年度予算が

約１千万円減っている理由を教えてほしい。 

木宮会長  ただ今の質問について、一つずつお答をお願いします。 

一つ目のくらしの出張教室について、実施回数が 23年度の 22回から始まり、26

年度には 80回まで増えている。理由を詳しくお聞かせ願えますか。 

事 務 局  くらしの出張教室は、悪質商法等に対する市民への相談対応業務を主に担当する
消費生活センターが所管しています。自治会や老人会などから要望を受け、市職員、

相談員、消費者協会職員が、寸劇等を交えた悪質商法などをテーマとした講座を実

施するものです。年度ごとに目標値を高く掲げて実施しており、年々回数が増えて

おります。ニーズとしてはかなり高くなっております。 

事 務 局   清水区の場合、老人会が２～３年ごとに地域全体で計画を作ってやっていただい
ているため、26 年度は増えていると思われます。市民の関心も高まっており、引

き合いもあります。また、23 年度の頃は職員だけが講師を担っていましたが、現

在は 10人の相談員と２名の消費者協会職員も講師をやっており、出張できる人数

が増えたため回数が伸びているということもあります。 

事 務 局   特に清水区の各学区で要望が多く、関心を持っていただいています。各自治会に
は防犯担当の方がいて、そこで呼んでいただいたのが大きいと思います。また、

ハナミンというキャラクターを用いた寸劇を主に消費者協会員を中心に、年 20回

程度実施しました。ヤングライフセミナーは回数こそ減っているものの、参加者

が 23年度の 1,191人から 26年度は 3,509人と３倍に増えています。特に学校が

興味を持っていただき、多く呼んでいただきました。 

消費者被害に遭った皆様を救済するということも消費生活センターの一つの柱 

ですが、消費者教育の推進にも力を入れた結果であると考えます。 

木宮会長  市から積極的に働きかけたことと、呼ばれる回数が増えたこと、両方ということ
ですね。５年間でやり方も変わってきたということでしょうか。予算も 26年度は
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840円となっていますが。 

事 務 局  実質、出張教室には職員が出向くだけで、講師を招いたりしてやっているわけで
はないので、基本的にお金はそれほどかかりません。23年度金額が多いのはチラシ

の作成のためで、一時的なものです。 

天野委員  犯罪被害者等に関する、市職員を対象とした研修会について、市職員全員をカバ
ーするのは難しいと思うが、どの程度までカバーしたものなのか教えてほしい。 

木宮会長  ただ今の質問について、犯罪被害者関連の職員向け研修会の参加者というのは、
具体的にどのような方々を対象にして、どのくらいの規模でやっているのかお答え

いただけますか。 

事 務 局  研修会は年に１度開催しています。参加者は戸籍や国民健康保険など基本的には
市民応対をする窓口課で、犯罪被害に遭われた方が相談にみえる可能性のある部署

40課ほどから約１名ずつ参加をいただいています。参加者がそれぞれの課で情報共

有していると思いますので、参加者自体は 40名程度ですが、それ以上に研修の効果

はあると考えています。 

木宮会長  次の質問ですが、ご近所声掛けの日の設定について、25年度の相談の内容につい

てご説明いただけますか。 

事 務 局  ご近所声掛けの日とは、地域住民同士が声を掛け合うきっかけをつくり、より多
くの参加者で活動を盛り上げ、地域への帰属意識や連帯感を高めて、住民同士の安

心感の醸成や犯罪の起きにくい環境づくりを作り出すことを目的として推進してい

る事業です。これまでの実績としては、駿河区の中島浜町内会と 23年度の服織地区

で毎月 25日に、（これはニコニコという語呂からとっています。）笑顔であいさつし

ましょうという呼びかけやチラシの配布などの活動をするものです。 

25年度の相談内容は、葵区の美和地区からの相談で、自分たちも服織地区のよう

に活動をしたいができるだろうか、という内容でした。これについては、基本的に

はその地域で日にちを設定してもらい、それに対し市はのぼり旗やチラシの作成に

ついて協力すると回答させていただきました。それ以降、実際に実施されたかどう

か把握まではしておりません。 

山本委員  ご近所声掛けの日の設定、とてもいい活動だと思うが、だんだん尻つぼみになっ
てしまっている感じがある。もっと普及させることはできないか。 

事 務 局  市民の皆様に知られていないというのは、周知不足という面があると思いますが、
ご近所声掛けの日の設定だけでなく、地域の安心安全というところで、あいさつ運

動による防犯意識の高揚のほかパトロール活動、青少年の健全育成など地域と一体

となった防犯に関する取組というのは今後強化して続けていきたいと考えており

ます。 

山本委員  わかりました。「向こう３軒両隣」という機運を高めていただいて、ご近所付き合
いを密接にして、市民の防犯意識を高めていっていただきたい。今後ともよろしく

お願いします。 
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木宮会長  声掛けの日だからといって、その日だけ声を掛けるのは実際難しいと思う。もと
から知っている人に声を掛けるだけになってしまっては意味がないので、新しい人

間関係を築くためにはもう少し何か仕掛けがないと難しいかもしれない。       また、競輪場の警備の件について、警備員の賃金が 23年度に比べるとだいぶ減っ

ており、要因として人数が減ったこともあると思うが、25年度と比べると人数はほ

ぼ同じなのに 500万円ほど減少している。その理由などがわかればお答えいただけ

ますか。 

事 務 局  こちらについては、詳細を所管課に確認して回答させていただきます。おそらく、
警備を委託に出すようになったためかもしれません。 

木宮会長  賃金を大幅に下げるというのは考えにくいので、委託の方法を変えるか、勤務時
間が関係しているのではと思うが、ご確認いただけるということなので、よろしく

お願いします。このほか、質問はいかがでしょうか。 

望月委員  青色回転灯によるパトロールを積極的にやられていると思うが、パトロールでの
通報事案などがあれば教えていただきたい。 

事 務 局  青パトを実施した際に警察に通報するような事案があった場合には、生活安心安
全課あてに報告書を出してもらうことになっていますが、これまで報告書の提出は

なかったことから、市内では報告するまでの事案はなかったと考えられます。 

木宮会長  青パトについては、保有台数が 102台ということだが、パトロールに出ているの

は月に 20～30 台ということで、実際にはパトロールのためだけに出るのか、また

は他の業務に付随して出るということはあるのでしょうか。 

事 務 局  青パトは、基本的にそれぞれの課の業務で外出する際に、併せてパトロールを実
施するよう各課へお願いしていますので、パトロールのみのために出るというもの

ではありません。 

木宮会長  それならば、おそらく外へ出ている車両の台数はもっと多いと思うので、もう少
し件数を伸ばすことは可能なのではないでしょうか。 

事 務 局  今年の４月以降、全庁的な会議等で職員へ協力の呼びかけを行い、徐々にではあ
りますが件数も伸びてきています。９月に再度講習を予定していますので、そのよ

うな機会をとらえて全庁をあげて実施していきたいと考えています。 

遠藤委員  私も青色回転灯を持っており、車の許可と併せて運転手が青パトを実施するため
の実施者証が必要だと思うが、それを職員の方全員が持っているわけではないため、

あまり件数が伸びないということもあるのか。 

事 務 局  実施者証を取得するための講習会を開催しており、昨年度は８回実施をして、現
在 540名の職員が実施者証を取得しています。職員は一般行政職で 3,000人ほどい

るので、全職員が実施者証を取得すること、また、実施者証を持っていても実施し

なければ意味がないので、今年度から実施回数も目標値に入れております。 

遠藤委員  基本的に２名以上でないとパトロールはできないので、１人で出る時はできない
ということですね。 



 

5 

 

事 務 局  その通りです。また、２名のうちどちらかが実施者証を持っていれば、その者が
車を運転する、しないに関わらず実施することができます。 

遠藤委員  車にはパトロールができるセットが入っているということですね。 

事 務 局  登録してある車両には回転灯とマグネットシートを積んであります。 

事 務 局  区役所では実績を伸ばすため努力しましたが、職員が一人で外出することが多く、
登録してあってもなかなか実施ができないこともあります。ただ、外出機会が比較

的多い各課所有の車がある課においても伸びていないので、そのような課に対して

は個別に依頼し実績を積み上げていく体制づくりが必要と考えます。引き続き力を

入れて取り組んでいきたいと考えております。 

木宮会長  政令市の比較を見ると、静岡市は青パトについてはかなり整備が進んでいると言
えると思う。 

事業の効果の検証というのは難しいところだと思うが、第１次計画を見ても達成

度がほぼＡということで、当初予定は十分に達成されてきていると思う。犯罪件数

が減ってきて、目標値は早くに達成し 32％減との結果が出ているわけだが、全国平

均で見ても３割は減っている現状で、県内でみると４割ほど減っている。これは静

岡市だけが犯罪件数が減っているということではなく、全体的に減少傾向にある中

で、刑法犯の認知件数が減ったからといって事業がうまくいっていると完全に言え

ないところがあるので評価は難しいと思う。犯罪が減っているという事実は市民に

とって安心感も出る。もっと違う対策を考えていく発想が消極的になっていくとこ

ろがあると思う。 

例えば、今回の青パトの資料には他政令市との比較がされている。他の事業につ

いてもおそらく比較できる部分はあると思う。特に効果をあげているような取り組

みもいくつかあると思う。今回すでに第２次計画が策定されているわけだが、新し

い取り組みについて積極的に検討していくことも必要と感じた。 

 

木宮会長  では、ここから議題（２）第２次静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画につい
て事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 議題（２）第２時静岡市犯罪等に強いまちづくり基本計画について説明【資料 3】 

木宮会長 ただいま説明のありました議題（２）について、委員の皆様からご意見、ご質問は
ございますか。 

天野委員 「事業の方向性」において、「現状維持」が非常に多いが、これは大まかに予算につ
いて指しているのか。       また、年金支給日における金融機関等での振り込め詐欺防止啓発活動について、
年金支給日を知らない人がほとんどだと思うので、振り込め詐欺の呼び水となって

しまう部分もあるのではと思う。ただ、この啓発活動によって一定の効果が出てい

るのであれば、やむをえないかなと感じている。       同報無線による広報について、地区によって聞き取りやすさに違いがあるという
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話をした。要因としては山間地だからとか、天気によってとか、そういったことが

関係しているのか。       No.12 のくらしの出張教室について、民生委員の会合で DVD を２回観たことが

ある。消費生活センターが行ったもので、出前で出張してくれるとのことだったの

で、町内の会合時に言ったところ、すごく真剣に聞いてくれた。オレオレ詐欺に関

する注意喚起はすごく良いことだが、出前講座のようなものもあったらよりいいの

ではと感じている。       No.20 保護司会について、423万円の補助金の使途について教えてほしい。       No.31 認知症高齢者見守り事業について、事業拡大・拡充とあり注目していきた

いと思っている。認知症高齢者を登録しておくとのことだが、把握する方法につい

て、家族または福祉施設と連携して行っているのか、その方法について教えてほし

い。       No.35 放火されない環境づくりについて、現在、空き家の多さが全市的な問題と

なっている。空き家が全て放火に結び付くという意味ではないが、空き家は放火さ

れやすいという報告などもあり、町内における情報の共有が必要かなと感じている。

私は駿河区に住んでおり、民生委員である自分のところへ住民から枯れ草が放置さ

れている空き家について相談があった。生活安心安全課に相談したところ、迅速に

対応してくださり事なきを得た。そのようなことがあって、町内において住民同士

の情報共有がより大事だと感じた。       No.54 公園の整備について、公園を新たに３つ新設とあるが、差支えなければ場

所を教えてほしい。       No.58ご近所声掛けの日は事業縮小とあるがその理由を教えてほしい。       No.60 大規模店舗立地法手続きにおける防犯指導について、万引きもそうだが、

非常に広い敷地内で駐車場や駐輪場で子どもが走り回ることがある。ガードマンの

配置があるものの常駐ではないこと、また一旦停止等表示があるが法的な強制力は

ないことから、交通面でも心配と感じている。       No.62 商店街環境整備事業について、商店街の防犯カメラをこれ以上増やす予定

はないとのことだが、実際には整備されているのではと思う。事業実施計画におい

て防犯カメラ整備予定なしとしているのは、これ以上商店街には必要ないと考えて

のことか。 

木宮会長  ご意見をいただいた部分については、所管課へお伝えいただくとして、ご質問い
ただいた箇所について回答できる部分について、事務局からお願いします。      まず、事業の方向性において現状維持が多いが、これは予算を指しているのでしょ
うか。 

事 務 局  第１次計画を踏まえて第２次計画を策定する際に、庁内の各所管課へ、第１次に
搭載されている事業について今後どうしていくのか、また、それ以外に新たな事業

があるのか、また、現在行っている事業を拡充等していくのかという照会を投げか
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け、各課からの回答がご覧のとおりとなっています。現状維持というのは、第１次

で行っている事業を今後も現在の形で引き続き取り組んでいくという意味です。 

木宮会長  次に、保護司への補助金について、保護司の人数、また、１回の協議会に対して
423万円を支払っているという意味なのか、説明していただけますか。 

事 務 局  福祉総務課が所管になり、市の保護司連絡協議会へ年間の活動費ということで補
助金を支出しています。保護司の人数や活動内容については、後日ご回答をさせて

いただきたいと思います。 

木宮会長  実施計画に「１回」とありますが、連絡協議会という団体に対して補助金を交付
しているということなのか、または年１回行われる協議会の開催そのものに対して

のものなのでしょうか。 

事 務 局  おそらく、１回の会議の開催のためにではなく、団体の年間の活動に対してとい
う意味の交付であると思いますが、これも併せて所管課へ確認をします。 

木宮会長  もし、団体の年間の活動全般に対する補助金であるならば、誤解を招くおそれが
あるので記載の仕方を修正したほうが良いのではないか。       では次に、認知症の高齢者の方の事前登録について、誰がどう登録するシステム
となっているのか、ご説明いただけますか。 

事 務 局  当然ご本人では登録できないため、身内または後見人等の登録になるかと思いま
すが、具体的なことについてはお答えできませんので、後日の回答とさせていただ

きます。 

木宮会長  この事業は第２次から始まったものですか。 

事 務 局  第１次の途中から始まった事業となります。 

木宮会長  26年度実績では登録者が 90人で、27年度の計画では 1,400人と、急激に数字が

大きくなっているがどういうことでしょうか。 

事 務 局  この事業は、見守りが必要な方をネットワークでつなぐシステムで、防災無線で
「○○の△△さんが行方不明になりました」と伝える内容を、メールで配信して発

見に協力していただくという仕組みになっています。協力者が増えないと意味がな

いので目標を高く掲げています。 

事 務 局  消費生活センターもこの制度を活用しており、本人の周りで見守りをしていただ
くヘルパーさん、民生委員の方に登録をしていただき、何か情報があった場合には

すぐにメールで送って情報を提供する、また、逆に、ヘルパーさん等から、危険性

の高い高齢者についての情報を提供いただくということで、高齢者や弱者を救うた

めに、最も効果があるのではないかと感じています。 

天野委員  家族の了解を得たうえでということか。 

事 務 局  本人が登録をするというよりも、見守りの方に登録していただき、市から提供し
た情報を本人にお伝えするなり、気をつけていただくシステムとなっています。 

天野委員  家族がそういったシステムを知らない場合は、介護施設等に伝えるなどの方法が
あると思う。 
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木宮会長 26年度の協力者数と登録者数をみると 1,200人の協力者に対して登録者が 90人と

いうことですから、一人の高齢者に対していろんな方が登録しているということで

しょうか。おそらく一人の登録者に対して一人の協力者ということではなく、一人

の登録者に対して 10 人以上の協力者のもとへメールが配信されるということなの

ですね。 

事 務 局  このシステムには誰でも登録することができます。私も登録していますが、誰か
がいなくなった場合にすぐメールが届くようになっています。 

木宮会長  つまり、協力者というのは登録者一人に紐付いているわけではなく、誰かが行方
不明になった場合、その情報が協力者全員にメールが配信されるのですね。       そうなると、34年度の目標値及び実施計画における表記は「登録者」ではなく「協

力者」ですね。所管課へご確認いただき、修正をお願いします。 

事 務 局  先ほど同報無線が聞き取りにくい地域があるとのお話がありましたが、そういっ
た問題を解消するためこのような制度を設立したと聞いております。また、地域の

福祉の拠点となっている地域包括支援センターにおいて制度の紹介やPRをしてい

るということです。 

事 務 局  ただ、そのような PR が家庭に行き届いていないという現状があるので、今後も

関係課と協力をして協力者数を増加させていきたいと考えています。 

木宮会長  では次に公園の新設について３箇所、場所がおわかりでしたら教えていただけま
すか。 

事 務 局  2か所は清水区の三保、高橋、もう一つは確認いたします。 

公園を増やすことを目的として、無償借地公園という制度を新たに導入しました。

これは、10年間土地を無償で貸していただいて、代わりに税金は免除するという制

度です。この３つのうち２つが第１号、２号として初めて制度を利用して設置され

るものです。 

木宮会長  次に、ご近所声掛けの日について、先ほど話にあったように、思った以上に進ま
ないための事業の縮小ということでよろしいでしょうか。 

事 務 局  進まないからというよりは、他の事業と絡めて行っていくため必然的に縮小とい
うことになります。 

木宮会長  また、商店街の防犯カメラの設置予定がないということについては、申請が各商
店街から上がっていないということなのか、または周知が商店街に届いていないと

いうことなのか、いかがでしょうか。 

事 務 局  こちらの商店街環境整備事業補助金については、防犯カメラ以外にも、街路灯や
アーケードといったものについても補助の対象としているようで、26 年度は呉服

町や紺屋町の商店街に対しても防犯カメラが数多くつけられたというのが実績と

してあります。平成 27年度にはたまたま設置する商店街がなかったということだ

と思うが、改めて所管課へ確認させていただきます。 

事 務 局  国の補助に対して商店街から手が挙がらなかったので、という意味合いでいいか
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と思います。 

遠藤委員  昨年度の商店街への防犯カメラの設置について、私の会社でやらせていただいた
こともあり、経緯を知っている。まず一つに、補助金の存在や内容が認知されてい

るかということがあると思う。設置を希望する商店街から、どういった補助金があ

るかわからないという内容の相談を受けたことがありそう感じた。       また、今回市で防犯カメラのガイドラインを策定するとのことだが、県にも既に
ガイドラインはある。県のガイドラインはかなり細かく作られていると感じるが、

今回策定するにあたり県のものとの兼ね合い、整合性についてはどのように考えて

いるか。 

事 務 局  県は、平成 16年度にガイドラインを策定しました。全国で初めてと聞いておりま

す。県のガイドラインにつきましては、公共空間以外の施設、例えば、建物の所有

者が設置する際の注意点をメインとしていまして、道路や公園といった公共空間へ

の設置の際の指針が不足している部分があるということで、県のものをベースにし

て、静岡市の地域の特性やプライバシーに関することを踏まえたうえで、県のもの

に肉付けする形で作っていきたいと考えております。 

遠藤委員  県のガイドラインも、細かく見ていくと現実的ではない部分があり、例えば、画
像の閲覧を希望すれば誰でも見ることができてしまう。県にもこれで本当に大丈夫

か聞いたところ、県の担当の方も作り直したいという考えはあるとのこと。せっか

くの機会なので、県と市が力を合わせて同じ方向性でやっていただいて、商店街等

の運用する側が、もう少し手の出しやすいものを作っていただけると嬉しいと感じ

ます。 

山本委員  No.6の自転車施錠及び放置自転車削減呼びかけ運動について、盗難は自転車が圧

倒的に多い。単に鍵を掛けましょうと言うだけでなく、犯罪が発生する原因と対策

を考えてやっていく一律した活動が必要だと思う。例えば、藤枝明誠高校では、自

転車盗難についてのサミットが行われて、生徒によって原因、発生場所、今後の対

策についての検討が行われた。この例のように、実態に合った活動をするための注

意・指導をお願いしたい。       また、No.12 くらしの出張教室の関係で、特殊詐欺は毎日のように被害が出てい

ます。一方で手口は巧妙化しており、最近ではカタログ詐欺や汚染詐欺等手を替え

品を替え、様々な手口で行われています。被害に遭った人がどんな人で、そのよう

な犯罪の手口を耳にしたことがあったかどうか、掘り下げた調査をして、巧妙な手

口の実態と照らし合わせていけば効果が出るのではないかと思う。       No.1競輪場内における防犯啓発活動に関連して、アイスタ日本平ではサッカーの

試合の始めとハーフタイムで大型電光掲示板への CMの放映を無償でやってくれる

と思う。一度に１万人～２万人程度の人が集まる場所なので、そういった媒体を活

用して広報してみるのも効果的なのではないかと思うので、ぜひ関係課と連絡をと

りあって年に何回かやってみてほしい。 
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木宮会長  その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは出た意見等を事務局で検討いただきまして、計画に盛り込める部分につい

てはお願いしたいと思います。いずれにせよ、計画を立てて実施するという部分と

現実の犯罪というのは、我々が検討するスピードよりかなり速く、新たな犯罪の手

口や傾向が出てくるということで、計画どおりに進んでいればそれでいいというこ

とではないと思う。犯罪のスピード感に合わせた内容の検討、臨機応変な対応をぜ

ひ今後もお願いします。 

では、本日の議題については以上となりますので進行を事務局にお返しいたしま

す。 

 

事 務 局  長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。       本日いただいたご意見以外に、ご意見がありましたら事務局までご連絡いただき
たいと思います。また、お配りしてあります、「犯罪の概況」は、昨年１年間の静

岡市の犯罪の発生状況をまとめたものです。市の HPにも PDFファイルで同じもの

が入っていますので、地域などでご活用いただければと思います。次回の審議会は

来年２月を予定しておりますが、その間も委員の皆様には引き続きご協力くださる

ようよろしくお願いいたします。 

 

（６）閉会 


